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新総合計画では、基本構想で示した７つの基本政策（表３－１参照）ごとに、施策

課題の現状と課題を明らかにしています。また、施策課題の解決に向けて取り組む施

策に対応する事務事業について、取組内容、現状及び計画期間内の目標を示していま

す。 

各施策課題は、配下の事務事業の実施を通じて、課題を解決する施策が推進される

関係にあることから、事務事業の達成状況の評価を行うとともに、その結果を踏まえ

て施策評価（課題解決に向けた施策の推進状況に対する評価）を行います。 

 

 

＜表３－１ 基本政策の体系＞ 

基本政策 主な内容 

Ⅰ 

安全で快適に暮らす 

まちづくり 

市民の身近な暮らしの安全の確保、防災体制を強化し災害に強いまちづくりの推

進、市民協働による地域課題の解決、日常生活での利便性向上に向けた取組、市

民がいつまでも地域に住み続けたいと思えるような環境づくり 

Ⅱ 

幸せな暮らしを共に支える

まちづくり 

市民の安心を保障する持続型の地域福祉社会の構築、市民一人ひとりが自らにか

かわることは自らの責任と選択によって決定できるための取組の促進、地域社会

に必要なセーフティネットの維持・提供 

Ⅲ 

人を育て心を育む 

まちづくり 

未来を担う子どもたちがたくましく生きる力を身につけ、すこやかに成長する姿

を市民が実感できるような地域社会の構築、市民が生涯を通じていきいきと学

び、活動することへの支援、多様な市民の経験や能力が地域の中で活かされるよ

うな環境づくり、人権が尊重され、誰もが共に生きていける社会の構築 

Ⅳ 

環境を守り自然と調和した

まちづくり 

快適な市民生活を守るための地域の環境対策への取組、廃棄物の抑制やリサイク

ルなど、循環型社会の構築をめざした責任ある行動の推進、市民共有の貴重な財

産である緑の適切な保全と育成 

Ⅴ 

活力にあふれ躍動する 

まちづくり 

活力ある産業の創出や臨海部の再生、環境や福祉をはじめとした新産業の創造・

育成など、国際競争力の強化と国際社会への貢献に向けた取組の推進、都市拠点

や基幹的な交通網などについて、民間活力との連携を図りながら総合的・効果的

な整備を推進 

Ⅵ 

個性と魅力が輝く 

まちづくり 

都市イメージの向上と、多くの人々が集う賑わいのあるまちづくりの推進、個性

にあふれ国際性に富んだ多様な文化の振興や地域間交流の推進、多摩川をはじめ

とした貴重な地域資源を活かし、川崎の魅力として育成 

Ⅶ 

参加と協働による市民自治

のまちづくり 

新たな自治のしくみをつくり、市民本位の行政運営を推進、市民と行政の協働に

よるまちづくりの推進、地域の課題を解決できる区役所の機能の整備、市民満足

度の高い行政サービスの提供 

 

第３章 事務事業・施策課題の取組及び川崎市政策評価委員会の検証結果

１ 事務事業・施策課題の概要 

-169-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

平成２４年度における事務事業の目標達成状況を表３－２で示した５段階の区分

で評価しました。基本政策に位置付けられている事務事業について、７つの基本政策

ごとに達成状況の内訳を示したものが表３－３のとおりです。 

なお、東日本大震災を踏まえた平成２４年度の取組については、主なものを取りま

とめています（１７４～１７６ページ参照）。 
 

＜表３－２ 事務事業に対する各達成状況区分の内容＞ 

事務事業の分類 達成状況区分 各区分に該当するケース 

計画策定当初の

目標から変更し

ていない事務事

業 

１ 
目標を大きく上回って

達成 

●目標に明記した期日よりも相当早く達成し、そのことによ

りコスト面や市民サービスに大きく貢献した。 
●目標に明記した内容よりも相当高い水準であった。 
●目標に明記した数値を大きく上回った。 

２ 目標を上回って達成 

●目標に明記した期日よりも早めに達成し、そのことにより

コスト面や市民サービスに貢献した。 
●目標に明記した期日どおり達成し、明記した内容よりも高

い水準であった。 
●目標に明記した数値を上回った。 

３ 目標をほぼ達成 

●目標に明記した期日、内容どおりに達成した。 
●途中で多少の遅れはあったものの、最終期限には間に合う

形で、目標に明記した内容どおりに達成した。 
●目標に明記した数値とほぼ同じであった。 
●概ね適正に処理し、業務遂行に支障がなかった。 

４ 目標を下回った 

●目標に明記した内容は達成したが、期日が遅れた。 
●目標に明記した期日どおりであったが、明記した内容に満

たない水準であった。 
●目標に明記した数値を下回った。 
●所定の期日に間に合わないなど、業務を適正に処理できな

かった。 

５ 目標を大きく下回った

●目標に明記した期日よりも遅れ、明記した内容に満たない

水準であった。 

●目標に明記した数値を大きく下回った。 

目標を変更した、

または新設した

事務事業 

３＊ 目標をほぼ達成 
※上記３の「目標」を、「変更後の目標」または「新設した事

務事業の目標」に読み替えたもの。 

４＊ 目標を下回った 
※上記４の「目標」を、「変更後の目標」または「新設した事

務事業の目標」に読み替えたもの。 

 

新総合計画の基本政策に位置付けられている９２３の事務事業のうち、計画策定当初

の目標を変更することなく推進しているのは８４６あり、この中で社会経済環境の変化

や関係機関との調整に日時を要したことなどにより、目標を下回ったものが１３（９２３

の事務事業に占める割合は１．４％）ありましたが、目標を（大きく）上回って達成または

目標をほぼ達成したものが８３３（９０．３％）あり、全体としては順調に進捗しました。

一方で、川崎シンフォニーホール管理運営事業など、社会経済環境の変化等により、

計画策定当初の目標を変更した事務事業が６１（６．６％）、計画策定後に新設した事務

事業が１６（１．７％）あり、これらを合わせた７７（８．３％）のうち４（０．４％）

が目標を下回りましたが、７３（７．９％）が目標をほぼ達成しました。 

また、目標を変更し、及び新設したものを含めた平成２４年度時点の目標に対し、（大

きく）上回って達成またはほぼ達成したもの（達成状況区分１～３及び３＊）は、９２３

事務事業のうち９０６（９８．２％）ありました。 

２ 事務事業の達成状況 
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  事務事業数 構成比

（％）      基本政策別の内訳 

合 計

（新設した

事務事業

の内数）

Ⅰ 

安全で快適

に暮らすま

ちづくり 

 

Ⅱ 

幸せな暮ら

しを共に支

えるまちづ

くり 

Ⅲ 

人を育て心

を育むまち

づくり 

 

Ⅳ 

環境を守り

自然と調和

したまちづ

くり 

Ⅴ 

活力にあふ

れ躍動する

まちづくり

 

Ⅵ 

個性と魅力

が輝くまち

づくり 

 

Ⅶ 

参加と協働

による市民

自治のまち

づくり 

（新設した

事務事業の

構成比）

 

１ 

目標を大きく上回っ

て達成 
  0   1   0   0   1   0    0   2

２ 

目標を上回って達成   4   1   0   6   3  0    0  14   1.5

３ 

目標をほぼ達成 162 154 112 114 137 42   96 817

４ 

目標を下回った   3   0   5   0   4  1    0  13   1.4

５ 

目標を大きく下回った   0   0   0   0   0  0    0   0  －

計画策定当初の目標

から変更していない

事務事業の小計 
169 156 117 120 145 43  96  846  91.7

３＊ 

目標をほぼ達成  13  13   6   7  14 14    6  73
(16)

7.9
(1.7)

４＊ 

目標を下回った   0   1   0   0   3  0    0   4
(0)

0.4
(－)

目標を変更した、ま

たは新設した事務事

業の小計 
 13  14   6   7  17 14    6  77

(16)
8.3

(1.7)
合 計 182 170 123 127 162 57 102  923 100 
 

 

 

＜表３－３ 事務事業の基本政策別 達成状況区分内訳＞ 

 

１ 当初目標を大きく上回って達成
2 件（0.2%）

２ 当初目標を上回って達成 
14 件（1.5%） 

４ 当初目標を下回った 
13 件（1.4%） 

３＊ 変更後の目標ををほぼ達成 
（新設したものを含む。） 
73 件（7.9%） 

４＊ 変更後の目標を下回った 
（新設したものを含む。） 
4 件（0.4%） 

３ 当初目標をほぼ達成
817 件（88.6%）

＜図３－１ 事務事業の達成状況区分別件数・構成比＞ 

0.2
833 

(90.3%) 

906 

(98.2%)

88.6 
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３ 施策評価結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
施策評価は、第３期実行計画に位置付けられた施策課題ごとに、配下の事務事業の

達成状況を取りまとめ、施策としての推進状況について、表３－４で示した区分で評

価しました。基本政策ごとの評価区分の内訳を示したものが表３－５のとおりです。 

 

＜表３－４ 施策課題の各評価区分の内容＞ 

評価区分 内     容 

Ａ 
施策が順調
に推進した
もの 

Ⅰ
●「施策の目標」の実現を阻害するような新たな課題や残された課題等はなく、

「施策の目標」に向かって順調に進捗している場合 

Ⅱ
●新たな課題や残された課題等があるが、「施策の目標」の実現を阻害するよう

なものではなく、今後も現在の取組の継続又は一部改善により対応できる場合

 
Ｂ 

 

施策が一定程度推進したもの 
 

●新たな課題や残された課題等があり、「施策の目標」の実現に向けて、計画の見直しや取組の改善が

必要な場合 

●施策課題の配下の主要な事務事業で、新たな課題等があり目標を下回ることなどにより、課題解決が

一定程度に留まり取組の見直しが必要な場合 

 

Ｃ 

施策が推進していないもの 
 

●前提としていた諸条件（法制度等）が大きく変化し、取組内容の抜本的な見直しを行わなければ、「施

策の目標」の実現が困難な場合 

●施策課題を構成する主要な事務事業が、新たな課題の出現により大幅に遅れ、または、対応困難なも

のとなるなど目標を大きく下回ることとなり、施策課題の解決に向け停滞している場合 

 

 第３期実行計画に位置付けられている２６１の施策課題について、平成２４年度

の施策評価を行った結果、「施策が推進していないもの」はなく、すべての施策課題

は、「施策の目標」の実現に向けて、施策が概ね順調に推進しました。 

 内訳としては、施策が順調に推進したものが２４６（２６１の施策課題に占める

割合が９４．３％）、そのうち新たな課題等がないものは４９（同１８．８％）、新

たな課題等があるが、今後も現在の取組の継続等により対応できるものは１９７（同

７５．５％）ありました。一方、施策が一定程度推進したものの、新たな課題等が

あり、計画の見直し等が必要なものが１５（同５．７％)ありました。 
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＜表３－５ 基本政策別 評価区分内訳＞ 

 

 

 

 

 施策課題数 

構成比

（％）

   基本政策別の内訳 

合計 

Ⅰ 
安 全 で
快 適 に

暮 ら す
ま ち づ
くり 

 

Ⅱ 
幸せな暮
らしを共

に支える
まちづく
り 

 

Ⅲ 
人を育て
心を育む

まちづく
り 
 

 

Ⅳ 
環境を守
り自然と

調和した
まちづく
り 

 

Ⅴ 
活 力 に
あ ふ れ

躍 動 す
る ま ち
づくり 

 

Ⅵ 
個 性 と
魅 力 が

輝 く ま
ち づ く
り 

 

Ⅶ 
参加と協
働による

市民自治
のまちづ
くり 

 
 
ＡⅠ 
施策が順調に推進し

たもの（施策の目標

の実現を阻害するよ

うな新たな課題や残

さ れ た 課 題 等 は な

い） 

17 3 5 5 6 6 7 49 18.8

 
ＡⅡ 
施策が順調に推進し

たもの（新たな課題

等が生じているが、

現在の取組の継続

又は一部改善で対

応可能） 

24 33 30 33 52 14 11 197 75.5

 
Ｂ  
施策が一定程度推

進したもの 

4 1 0 1 7 1 1 15 5.7

 
Ｃ  
施策が推進していな

いもの 

0 0 0 0 0 0 0 0 －

合  計 45 37 35 39 65 21 19 261 100

246 

(94.3%)
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東日本大震災の発生による第３期実行計画の事業目標実現への影響や新たな課題

の発生に対処するため、平成２４年度には、計画に位置付けられた事務事業の目標変

更等により様々な取組を行いました。このうち主なものを、事務事業の上位にある施

策課題単位で取りまとめたのが、表４－１のとおりです。 

 

 

施策課題名 主な取組内容 

安全な地域社会の

確立 

●ＬＥＤ防犯灯の補助灯数を拡充し設置促進を図った結果、町内会・自治会等の御理

解、御協力のもと、設置数は前年度の 1,295 灯を大幅に上回り 2,902 灯となりました。 

食品衛生など安全

な生活の確保 

●食品中の放射性物質への対策では、市民の食の安心をより確保することを目的とし

て、市内を流通する食品の検査（106 件）を実施したほか、川崎港に生息する魚介類の

検査（8 件）を実施しました。 

地域でのきめ細や

かな支え合いの促

進 

●災害時に自力で避難することが困難な方々に対し、災害時要援護者避難支援制度

への登録勧奨を行い、登録者 5,937 人（最大登録者数）としました。 

危機管理体制の整

備強化 

●放射性物質が検出された焼却灰等の一時保管及び処分や局所的汚染箇所におけ

る抜本的解決に向けて、複数の関係部局と調整を図り、東日本大震災対策本部会議

及びその部会により、その方向性を決定し、取組を進めました。 

●2012 年 11 月に「川崎市東日本大震災に伴う放射性物質に関する安全対策指針」を

策定し、放射性物質の影響に対する全庁的な取組を推進しました。 

災害に備える取組

の推進 

 

●東日本大震災の教訓を踏まえて地震被害想定を見直し、地震防災戦略及び備蓄計

画の改定のほか、新たに臨海部防災対策計画や津波避難計画の策定について素案

をとりまとめ、市民等の意見を募りました。 

●地震被害想定の見直しに先行して、津波対策や帰宅困難者対策について地域防災

計画の第 1 期修正への反映のほか、津波避難施設の指定や主要駅周辺における帰

宅困難者用一時滞在施設の指定、関係者による帰宅困難者等対策協議会等の設置

による災害時対応の検討などに着手しました。 

●市立渡田中、大師中、平間中、今井中及び王禅寺中央中に、独立型備蓄倉庫を整

備しました。 

●津波避難施設の指定、津波ハザードマップの作成などを行いました。 

市民・企業・行政の

協働による防災体

制の充実 

●東日本大震災の発生による市民の防災意識高揚に対応するため、「ぼうさい出前講

座」による市民への防災意識の向上や主体的な防災対策の促進や、「こども防災塾」

による親子での災害体験を通じた災害への備え、「防災シンポジウム」による学識者や

専門家のパネルディスカッション等による災害対策の講演により、地震対策等の啓発

活動を継続実施しました。また、市民向け防災啓発冊子「備える。かわさき」等につい

て、地域防災計画の第一期修正の内容を反映した更新版を作成したほか、企業向け

の防災対策ガイドブックや企業向けの防災事例集の更新や、小学校や保育園の児

童、外国人市民などに向けて、難しい言葉や専門的な言葉を簡単な言葉に置き換えた

「やさしい日本語」による防災啓発冊子の継続発行、多言語による防災啓発冊子等の

作成、配布を行いました。 

 

４ 東日本大震災を踏まえた取組 

 

＜表４－１ 東日本大震災を踏まえた主な取組＞ 
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施策課題名 主な取組内容 

総合的な耐震化対

策及び災害に強い

まちづくり 

●木造住宅の耐震対策については、賃貸住宅を助成対象建築物とする制度の拡充を

行い、要綱を改正した結果、耐震改修等の助成を 125 件を実施しました。また、民間マ

ンションの耐震対策は、分譲マンションの実態調査等に合わせ、予備診断、耐震診断・

改修助成等の制度について周知を図り、予備診断 81 棟、一般診断 10 棟を実施しまし

た。 

●特定建築物等の耐震対策については、特定福祉施設や小規模福祉施設等に対す

る耐震改修等を促進するために、要綱を改正及び制定し、耐震診断 7 件、耐震改修 1

件の助成を実施しました。 

安全で安心な道づく

り 

●東日本大震災の発生に伴う電力不足に対応するため、幹線道路の間引き消灯、エ

スカレーターの運転時間の短縮を行いました。 

道路維持の計画的

な推進 

●新久地橋ほか 11 橋の耐震補強工事を実施しました。 

●東日本大震災の発生による原子力発電所事故の影響により、局所的に高い放射線

量が確認された箇所において、土壌等の撤去を実施しました。 

上下水道使用者の

サービスの向上 

●水道水及び下水汚泥焼却灰の放射能測定結果等について、ホームページを通じて情

報提供しました。 

下水道施設の整備

と適切な維持管理 

●放射性物質が検出された下水汚泥焼却灰について、浮島地区に保管を継続しまし

た。 

地域福祉を支える

担い手づくり 

●社会福祉協議会ボランティア活動振興センターにおいては、東日本大震災の発生に

よる、本市への避難者の支援ボランティア募集や派遣調整、被災地へのボランティア

バスの運行などを積極的に実施し、本市はその取組に対して物資の支援や経費の補

助等を行いました。 

豊かな心とすこやか

な身体を育む教育 

●学校給食における食材の安全性を確認し、保護者等の不安感を解消するために、

食材の産地や放射能濃度検査結果を公表しました。 

●児童生徒が災害時の対処等を学べるようにするとともに、学校・家庭・地域の連携に

よる各学校の状況に応じた防災体制を構築しました。また、多数の保護者が帰宅困難

者となったことを踏まえ、引き渡しのできない小学校等の児童生徒を学校で一時保護

することを想定して、必要な食料及び飲料水を整備しました。 

特別支援教育の推

進と児童生徒等の

就学支援 

●東日本大震災に伴う被災地域からの児童・生徒を弾力的に受け入れるとともに、経

済的理由により就学困難と認められる世帯に対し、就学援助制度を適用し、中学校の

ランチサービスなどに係る費用については、特例措置として支給対象としました。 

義務教育施設等の

効率的マネジメント 

●百合丘小の改築工事及び大師小、川中島小、東菅小、旭町小 4 校の大規模改修工

事を完了し、校舎の耐震化率が 100％となりました。また、12 校の窓ガラス飛散防止フ

ィルム貼付を行いました。 

地球環境配慮の推

進 

●東日本大震災による首都圏の電力不足へ対応するため、中小規模事業者に対する

エコ化支援事業の拡充や市民・事業者向けの節電啓発の実施などに取り組みました。

市の率先した環境

配慮の取組の推進 

●東日本大震災に伴う電力需給対策として、公共施設の白熱電球のＬＥＤ化（消費電

力：白熱電球の約 10 分の 1）の推進や継続した節電の取組により、7 月から 9 月まで

の実績で、大口施設で 2010 年度比約 24％（最大使用電力）、小口施設で約 18％（電

気使用量）の削減をすることができました。 
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施策課題名 主な取組内容 

大気環境等改善対

策の推進 

●福島第一原発事故の影響による放射線問題への対応として、空間放射線量の常時

監視測定地点を 2 地点から 3 地点に拡充し、自動的に最新の放射線量をホームペー

ジに公表するようにしました。また、夏季と冬季に市内の河川水 12 地点、地下水 3 地

点、海水 3 地点、土壌 3 地点の放射性物質のモニタリング調査を実施し、結果をホー

ムページ等に公表しました。  

水質・土壌・地下水

汚染対策の推進 

●東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動の影響と思われる地盤沈下が見られたた

め、市内の全水準点の測量を実施しました。 

廃棄物の適正処理・

処分 

●ごみ焼却灰（ばいじん）については、東日本大震災の発生後、放射性物質が検出さ

れたことから海面埋立の安全性を考慮し、浮島埋立地区内に一時保管しています。

（2011 年度からの保管量 16,418 トン） 

●2013 年度から新たに発生する放射性物質が検出されたごみ焼却灰（ばいじん）につ

いて、安全な海面埋立に向け方向性を示しました。 

廃棄物処理施設の

整備 

●新たな取組である「放射性物質が検出された焼却灰の適正な処分対策」について調

査・研究や実機試験等を行い、11 月には東日本大震災対策本部会議において、「今後

における焼却灰の適正な処分実施のための方向性」について確認されました。また、

この会議の確認を受け、放射性物質対策工事に係る補正予算を確保するとともに、3

月までに 5 事業所の放射性物質対策工事に着手しました。 

身近な公園などコミ

ュニティの場づくり 

●広域避難場所に指定されている御幸公園については、園路・広場整備に併せて、ソ

ーラー式公園灯や広域避難場所標識を設置しました。 

中小企業の経営安

定 

●2012 年度は、震災や円高等の影響を受けている中小企業者向けに「不況対策資金

（5 年型）」を 4 月に創設しました。 

都市農業経営の支

援 

●梨、柿等の｢かわさき農産物ブランド｣等の市内産農産物 32 件について放射性物質

検査を実施し、結果を発表することで、市内産農産物の安全・安心を確保しました。 

臨海部の戦略的マ

ネジメント 

●東日本大震災を踏まえ、東扇島等で屋外長距離スピーカーの実証実験を実施して

効果的な情報共有の仕組みを検討するとともに、「川崎臨海部防災協議会」を新たに

設置し、立地企業等と協議・調整を図りながら川崎市臨海部防災対策計画を策定する

など、臨海部の防災・減災対策の充実強化に向けた取組を推進しました。 

港湾物流機能の高

度化 

●浮島 1 期地区において、放射性物質が検出された焼却灰等の一時保管を行うことを

決定しました。 

港湾機能の効率的

な管理・運営 

●中古自動車等の荷主による放射線の全量検査を行うことで、港の安全及び円滑な

管理運営を確保しました。 

港の保安対策と環

境保全 

●東日本大震災の原子力発電所の事故に伴い、東扇島東公園沖の海水の放射能濃

度調査を計 26 回実施しました。 

観光・集客型産業の

育成 

●緊急雇用創出事業を活用した「観光振興イベントと連携した東北復興支援事業」の

実施により、12 のイベントで 7,139 千円を売上げ、被災地支援を行いました。 

音楽によるまちづく

りの推進 

●東日本大震災の影響により、被害を受けたミューザ川崎シンフォニーホールの復旧

工事を行うとともに、「フェスタサマーミューザ」(16,381 人)をはじめとするホール主催・

共催公演については、代替会場で実施し、市民の方に良質な音楽を提供することがで

きました。 

安全で効率的な情

報化の確保 

●東日本大震災の教訓を踏まえ、総務省ガイドラインの第 3 部まで含めた「ＩＣＴ部門の

業務継続計画（震災対策編）」を策定しました。 
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５ 施策評価に対する政策評価委員会の検証結果 

 

本市では、評価制度の改善・改良に資することを目的として、行政自らが実施した評

価結果について、その評価が客観的かつ公正な評価手法等に基づき実施されているかな

どについて審議を行う川崎市政策評価委員会を設置しています。 

平成２４年度に実施した施策評価について、同委員会から１７８ページから１８９ペ

ージまでのとおり検証結果が示されました。 
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平成２５年８月 

 

 

川崎市長 阿 部 孝 夫  様 

 
川崎市政策評価委員会 

委員長 高千穂 安長 

 

 

平成２４年度施策評価の検証結果について 

 

 

川崎市政策評価委員会では、平成２４年度の「施策評価」が客観的かつ公正な評価手法

に基づき実施されているか、また「評価の結果は市民にとって分かりやすいものとする」

という川崎市自治基本条例第１７条第２項の規定に沿って市民の目線で分かりやすく実

施されているか等について検証を行いました。 

その結果、全体としては、「施策進行管理・評価票」の記載内容について、新総合計画

の適切な進行管理や市民への説明責任を果たしていくという目的に向かって、概ね適正な

取組が行われていると認められました。 

一方、「施策進行管理・評価票」の記載内容について、分かりやすい記述に改める必要

があると思われる事例も一部に見られましたので、改善意見等を付しています。 

本委員会では、市の評価制度の改善・改良を一層促進するという観点から、別紙のとお

り、検証結果を取りまとめましたので、市においては、これを十分尊重した取組を進めて

いくことを求めます。 
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平成２４年度施策評価の検証結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成２５年８月 
 

川崎市政策評価委員会 
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３ 今後の課題と取組の方向性 
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川崎市は、平成１７年３月に市政運営の基本方針として策定した市の総合計画である

「川崎再生フロンティアプラン」の適切な進行管理を行うため、「川崎再生 ACTION システ

ム（ 事 務事 業 総点 検及 び 施策 評 価 ）」 を活 用 して 「 計画 ・実 行 ・評 価 ・改 善

（Plan-Do-Check-Action）」の仕組みを構築し、地域課題の解決に向けて、施策や事業の

効果的・効率的な実施に取り組んでいます。 

第３期実行計画期間の２年度目となる平成２４年度においても、こうしたＰＤＣＡサ

イクルの仕組みを活かして、社会環境の変化に迅速かつ的確に対応するための取組を推進

しています。 

川崎市政策評価委員会は、こうした市の取組のうち、市自らが行った施策の評価につい

て、「評価の結果は市民にとって分かりやすいものとする」という川崎市自治基本条例第

１７条第２項の規定に沿って、市民の目線で分かりやすい評価が実施されているかという

視点から検証を行い、市の評価制度の改善に向けた意見等を付しています。 

 

１ 検証の対象及び検証の項目・手法 

（１）検証対象とした「施策課題」 

第３期実行計画に関する本委員会における検証は、２６１の全施策課題のうち、

特に重点的・戦略的に取り組むことにより、大きな施策成果の達成や計画全体の推

進を先導していく施策を取りまとめた、「第３期実行計画 重点戦略プラン」に関連

のある１２０の施策課題を抽出して行いました。 

 

（２）検証の項目と手法 

検証は、市の評価結果をまとめた「施策進行管理・評価票（以下「評価票」とい

う。）」の記載項目に沿って、次ページの表１のとおり設けられた４つのチェックポ

イントに対して、「良（良好と判断）」、「可（概ね良好と判断）」、「要改善（市民に誤

解を与える等により、説明責任が果たされていないと判断）」の３段階で判定する方

式で行いました。 

従来、この判定は、各委員が各チェックポイントの対象となる記載項目全体につ

いて、本委員会での審議を経て策定された「『施策進行管理・評価票』検証マニュア

ル（以下「検証マニュアル」という。）」に基づいた総合的な判断により行っていま

したが、昨年度の検証において、特定のチェックポイントに対する判定基準の記載

が不明確であったために、同じ評価票を検証した２名の委員の間で、それぞれ異な

った解釈により判定が行われたものがあることが明らかになりました。 

そこで、今回の検証に当たっては、更なる判定の客観性向上等を目的として、昨

年度の本委員会での審議に基づき検証マニュアルを改訂し、各チェックポイントの

下に設けた着眼点ごとに、判定基準に基づいて点数を付けることとし、その合計点

で各チェックポイントの３段階判定が自動的に決まる方式を採用しました。 

はじめに 
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表１ 判定基準一覧 

２点 ０点

着眼点①
解決すべき課題、施策の

概要と関連した目標が設

定されているか。

・課題、概要に書かれている項目と、目

標の内容がもれなく対応（一致）してい

る。

・課題、概要に書かれている項目が、目標

に書かれていない。
・課題、概要に書かれていない項目が、目

標に書かれている。

・目標の記載が不十分なため、課題、概要
との対応関係が明らかでない。

着眼点②

目標の記載内容は、施
策を実施した結果、目指

すべき到達点を示したも

のになっているか。

・施策を実施することによる到達点が、

事例や「参考指標」などを引用して、分
かりやすく具体的に記載されている。

（具体的、数値的な目標を立てにくいと

考えられる施策課題については、定性
的な記載でもかまいません）。

・課題（～が求められます）や、概要（～を

行います、取り組みます）の繰り返しになっ
ている。

・具体的、数値的な到達点が書けるのに書

いていないため、目標達成状況を判断しづ
らくなっているもの。

着眼点③
目標の記載内容が、難

解なものになっていない
か。

・専門用語や難解・耳慣れない言葉を

使わずに書かれている。
・専門用語や難解・耳慣れない言葉が

使われていても、課題、概要、目標また
は用語説明のいずれかの欄で説明され

ている。

・専門用語や難解・耳慣れない言葉が使わ

れているにもかかわらず、どの欄でも説明
がない。

着眼点④

解決すべき課題、施策の
概要、施策の目標の記

載に、もれなく対応した

成果の説明になっている
か。

・課題、概要、目標に記載された項目

に、もれなく対応した当該年度の成果の

説明がなされている。

・課題、概要、目標に記載された項目のう

ち、当該年度の成果の説明がされていな

いものがある。

着眼点⑤

施策の目標に対して、成
果がどうであったか、参

考指標を用いながら説明

されているか。

・参考指標を用いて、目標に対する具体

的な成果が説明されている。
・成果が出なかったこと及びその理由を

明確に説明している。

・参考指標を用いず、かつ目標に対する具

体的な成果の説明になっていない。
・成果が出ていないことを記載していなが

ら、その理由を説明していない。

着眼点⑥
成果及び残された課題

等の記載内容が、難解な

ものになっていないか。

・専門用語や難解・耳慣れない言葉を

使わずに書かれている。

・専門用語や難解・耳慣れない言葉が
使われていても、用語説明等のいずれ

かの欄で説明されている。

・専門用語や難解・耳慣れない言葉が使わ

れているにもかかわらず、どの欄でも説明
がない。

着眼点⑦
当該年度の成果及び残

された課題等の内容は、

選んだ評価区分と整合し
た説明になっているか。

表２（次ページ参照）のとおり、各区分の

内容に沿った記載となっている。

表２（次ページ参照）に示された各区分の

内容と明らかに矛盾した記載となっている。

着眼点⑧
その評価区分とした理由

欄の記載が、成果等の要

約として適切なものとなっ
ているか。

表２（次ページ参照）に示された各区分

の内容に沿って、成果、課題等が適切

に要約されている。

表２（次ページ参照）に示された各区分の

内容に照らして、明らかに矛盾した要約と

なっている。

着眼点⑨
参考指標は、当該施策

の主要な取組や施策の

目標に関連するものと
なっているか。（未設定の

場合、０点）

・当該施策の主要な取組や目標達成状

況を説明するのにふさわしい参考指標
が設定されている。

・施策に対して間接的・背景的な指標が

設定されていても、施策の性質上、施策
と直接連動する指標を設定できない事

情が読み取れる。

・参考指標を１つも設定していない場合。
・現在の参考指標が、当該施策の主要な

取組や目標達成状況を説明する指標とし

て不適切で、他に適切なものが存在すると
考えられる場合（昨年度、担当課から対応

困難という回答があったものを除く）。

着眼点⑩
参考指標が設定されて

いる場合、その考え方や

計画値に対する状況の
説明が、適切に行われて

いるか。設定されていな
い場合は、市民が理解で

きるような理由や背景

が、指標の説明欄に記載
されているか。

・参考指標の説明がわかりやすい。
・参考指標を設定していない場合、その

理由について納得のいく説明がある。

・参考指標の説明がわかりにくい。
・参考指標を設定していない場合、その理

由について説明がない。

（１）
目標の

妥当性

チェックポイント①

「施策の目標」の記載は妥

当かつ分かりやすいか。

【判定基準】

着眼点①～③の合計点に

より３段階に判定する。
０～２点→「要改善」

３～４点→「可」
５～６点→「良」

着眼点ごとの具体的な判定基準
※２点と０点のどちらにも当てはまらない場合を１点とする。検証項目

チェックポイントの

趣旨及び判定基準
着眼点の趣旨

チェックポイント④

「参考指標」は成果を説明

するものとしてふさわしい
か。また、具体的かつ分かり

やすいか。「参考指標」が設

定されていない場合、その
理由は妥当か。

【判定基準】
着眼点⑨～⑩の合計点に

より３段階に判定する。
０～１点→「要改善」

２～３点→「可」

４点→「良」

（３）

参考指標

の妥当性
及び分か

りやすさ

チェックポイント②

「当該年度の成果」は施策

課題全体を網羅しており、
「残された課題等」とともに、

具体的かつ分かりやすいも

のとなっているか。

【判定基準】

着眼点④～⑥の合計点に
より３段階に判定する。

０～２点→「要改善」

３～４点→「可」
５～６点→「良」

（２）

成果説明
の妥当性 チェックポイント③

「当該年度の成果」、「残さ

れた課題等」、「その評価区

分とした理由」は、「評価結
果（評価区分AⅠ、AⅡ、B、

C）」と見合った内容となって
いるか。

【判定基準】
着眼点⑦～⑧の合計点に

より３段階に判定する。

０～１点→「要改善」
２～３点→「可」

４点→「良」
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 また、この判定と併せ、市民にとってより分かりやすい記載方法等の実現を要望

する「改善意見等」や、評価票の記載内容に関する印象や感想を伝える「感想等」

の記載を通じて、各委員の意向を所管課に伝えることとしました。 

なお、表１のチェックポイント③の着眼点⑦及び⑧の判定基準については、次表

のとおり示しています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 各評価区分の内容に沿った評価票の記載内容一覧 

 
評価 

区分 

 

評価区分の内容 

解決すべき課題に対

する当該年度の成果

欄に記載すべき内容

残された課題、新たな課題、

社会環境の変化等の欄に記載

すべき内容 
 

 

 

ＡⅠ 

【施策が順調に推進したもの】 

●「施策の目標」の実現を阻害するよう

な新たな課題や残された課題等はなく、

「施策の目標」に向かって順調に進捗し

ている場合 

目標を達成するのに

十分な成果が記載さ

れ、施策が順調に推

進していることが説

明されている。 

空欄 

 

 

 

 

ＡⅡ 

【施策が順調に推進したもの】 

●新たな課題や残された課題等がある

が、「施策の目標」の実現を阻害するよ

うなものではなく、今後も現在の取組の

継続又は一部改善により対応できる場

合 

目標を達成するのに

十分な成果が記載さ

れ、施策が順調に推

進していることが説

明されている。 

現に施策の目標の実現を阻害

するほどではないが（成果の

発現への影響があっても軽

微）、成果の発現に若干のマイ

ナス影響を与える軽度の要

因、または今後、施策の目標

の実現を阻害するおそれのあ

る要因が記載されている。 

 

 

 

Ｂ 

【施策が一定程度推進したもの】 

●新たな課 題や残 された課 題 等 があり、
「施策の目標」の実現に向けて、計画の見
直しや取組の改善が必要な場合 

●施策課題の配下の主要な事務事業で、

新たな課題等があり目標を下回ることなど

により、課題解決が一定程度に留まり取組

の見直しが必要な場合 

目標を達成するため

の成果が不足してい

ることが記載され、

施策の推進が順調と

は言えず、一定程度

にとどまることが説

明されている。 

目標の実現（成果の発現）を

阻害した要因について記載さ

れている。 

 

 

 

 

Ｃ 

【施策が推進していないもの】 

●前提としていた諸条件（法制度等）が大
きく変化し、取組内容の抜本的な見直しを
行わなければ、「施策の目標」の実現が困
難な場合 

●施 策 課 題を構 成する主 要な事 務 事業

が、新たな課題の出現により大幅に遅れ、

または、対応困難なものとなるなど目標を大

きく下回ることとなり、施策課題の解決に向

け停滞している場合 

目標達成に向けた成

果がほとんどないこ

とが記載され、施策

がほぼ推進していな

いことが説明されて

いる。 

前提としていた諸条件（法制

度等）が大きく変化している

こと等、目標の実現（成果の

発現）を阻害した要因につい

て記載されている。 

（平成２４年度版の検証マニュアルから抜粋引用） 
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２ 検証の結果、改善意見等 

（１）検証結果の概況 

検証を行う１２０施策課題に対して、１施策課題につき２名の委員が、３つの検

証項目について、あわせて４つのチェックポイントで検証を行いました。 

表３のとおり、４つのチェックポイントについて、「良（良好と判断）」、「可（概ね

良好と判断）」と判定されたものが延べ９０１件（構成比９３．９％）ありました。 

一方、「要改善（市民に誤解を与える等により、説明責任が果たされていないと判断）」

と判定されたものが、延べ５９件（同６．１％）あり、これらについては市民の目線

に立って、後述する「改善意見等」に沿った評価票の記載の見直しが必要となってい

ます。 

 

(注)１２０の施策課題を２名の委員が４つのチェックポイントについて検証したことから、 

判定か所の総数は、１２０の施策課題×２名の委員×４つのチェックポイントで、９６０件となっています。 
 

 

 

 

  

検証項目(1) 

目標の妥当性 

検証項目(2) 

成果説明の妥当性 

検証項目(3) 

参考指標の妥当性 

及び分かりやすさ 

合計
チェックポイント① 
「施策の目標」の記載は妥当

かつ分かりやすいか。 

 

 

 

 

チェックポイント② 
「当該年度の成果」は施策課

題全体を網羅しており、「残

された課題等」とともに、具

体的かつ分かりやすいもの

となっているか。 

 

チェックポイント③ 
「当該年度の成果」、「残さ

れた課題等」、「その評価区

分とした理由」は、「評価結

果（評価区分：ＡⅠ、ＡⅡ、

Ｂ、Ｃ）」と見合った内容と

なっているか。 

チェックポイント④
「参考指標」は成果を説明

するものとしてふさわしい

か。また、具体的かつ分か

りやすいか。「参考指標」

が設定されていない場合、

その理由は妥当か。 

良 
137 172 164 168 641

57.1% 71.7% 68.3% 70.0% 66.8%

可 
76 60 60 64 260

31.7% 25.0% 25.0% 26.7% 27.1%

要改善 
27 8 16 8 59

11.2% 3.3% 6.7% 3.3% 6.1%

合計 
240 240 240 240 960

100% 100% 100% 100% 100%

 良 
641 件（66.8%）

可 
260 件（27.1%）

要改善 
59 件（6.1％） 

表３ 検証項目・チェックポイント別 判定結果分布 （単位；件） 

（参考）

昨年度の

要改善の

割合 
15.2 %

901 件 

93.9％ 

(注) 

図１ 検証項目・チェックポイント別 判定結果割合 

注：表３の最右列の「良」「可」「要改善」それぞれの合計値で円グラフとしたもの 
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 本委員会では、評価票の検証に当たり、「要改善」と判定したものだけでなく、「良」、

「可」と判定したものについても、評価票の記載内容をより分かりやすくするという

観点から、必要に応じて改善意見等を付すこととしました（改善意見等の内容は次ペ

ージに記述）。 

改善意見等は、各評価票のチェックポイント単位で付することとなっており、全

９６０か所（１２０施策課題×２名×４チェックポイント）のうち、２３３か所で

付されました。検証項目・チェックポイント別の改善意見等の状況を示すと表４の

とおりです。 

このうち、チェックポイントごとの改善意見等については、①及び②に対するも

のがそれぞれ８０か所と、③及び④と比較してかなり多くなっています。 

また、チェックポイント①にあっては、判定結果「要改善」に対するものが２７

か所あり、これは他のチェックポイントの判定結果「要改善」に対するものと比較

しても多く、チェックポイント②にあっては、判定結果「良」に対するものが５０

か所あり、これはチェックポイントごとに集計したそれぞれの判定結果（「良」、「可」、

「要改善」）と比較してもかなり多くなっています。 

 
  

表４ 検証項目・チェックポイント別 改善意見等の状況 

検証項目 チェックポイント 

改善意見等（か所） 

判定結果の内訳 
 

良 可 要改善

(1) 目 標 の 妥

当性 
①「施策の目標」の記載は妥当かつ分かりやすいか。 ２６ ２７ ２７ ８０

(2) 成 果 説 明

の妥当性 

②「当該年度の成果」は施策課題全体を網羅しており、

「残された課題等」とともに、具体的かつ分かりや

すいものとなっているか。 

５０ ２２ ８ ８０

③「当該年度の成果」、「残された課題等」、「その評価

区分とした理由」は、「評価結果（評価区分：ＡⅠ、

ＡⅡ、Ｂ、Ｃ）」と見合った内容となっているか。 

４ ２０ １５ ３９

検証項目(2)の小計 ５４ ４２ ２３ １１９

(3) 参 考 指 標

の妥当性及び

分かりやすさ 

④「参考指標」は成果を説明するものとしてふさわし

いか。また、具体的かつ分かりやすいか。「参考指

標」が設定されていない場合、その理由は妥当か。

８ ２０ ６ ３４

合 計 ８８ ８９ ５６ ２３３
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（２）改善意見等 

個々の評価票について、各委員が検証を行った結果、各委員からは様々な意見が

提示されました。これら検証項目・チェックポイント別の意見と総括的な意見を主

な改善意見等の要旨として取りまとめたものは、次のとおりです。 
 

  ア 検証項目・チェックポイント別の意見 

 

 

 

 

 
 

チェックポイント 主な改善意見等の要旨 

①「施策の目標」の記載は妥当

かつ分かりやすいか。 

●「ハザードマップ」「環境ロードプライシング」「エ

リアマネージメント」の用語説明が必要  

●「ポテンシャル」のようなカタカナ語の使用頻度

を下げるべき。 

●解決すべき課題や施策概要に記載のある事項に

ついて、目標の記載がない。 

●目標の描写が、施策概要を要約しているに過ぎ

ず、目指す状態や到達点をイメージし難い。 

●設定された目標の視点が高いため、施策課題と見

合っていない。 

●解決すべき課題、施策概要、目標のいずれも、主

題とする軸に沿って、記載事項の順番を一致させ

るなどして整理した方が分かりやすくなる。 

チェックポイント 主な改善意見等の要旨 

②「当該年度の成果」は施策課

題全体を網羅しており、「残

された課題等」とともに、具

体的かつ分かりやすいもの

となっているか。 

●「あんしん歩行エリア」「排出上位３物質」の用

語説明が必要  

●施策概要や目標で記載した事項の成果説明がな

い。 

●参考指標の数値を用いた成果の説明がされてい

ない。 

●総計値、対前年増減値といった数字の表記が、記

載場所ごとにまちまちで、分かりにくい。 

●成果がランダムに記載され読み取りづらいので、

構造的な理解を助ける記載順・構成にすべき。 

検証項目（１）目標の妥当性 

検証項目（２）成果説明の妥当性 
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イ 総括的な意見    

 

チェックポイント 主な改善意見等の要旨 

③「当該年度の成果」、「残され

た課題等」、「その評価区分と

した理由」は、「評価結果（評

価区分：ＡⅠ、ＡⅡ、Ｂ、Ｃ）」

と見合った内容となってい

るか。 

●事業が進捗している感じを受けるため、Ａ評価と

のように見える。Ｂ評価とするのなら、一方で課

題がまだ残っているということを説明すべき。 

●参考指標に掲げている計画値と成果を見比べる

と、順調に進んでいるとは読めず、ＡⅡ評価とす

るなら施策が順調に進んでいることを伝える必

要がある。 

●昨年度と、評価結果がＡⅠからＡⅡに変更されて

いるが、その理由がこの文章からは分からない。 

 

 

 

チェックポイント 主な改善意見等の要旨 

④「参考指標」は成果を説明す

るものとしてふさわしいか。

また、具体的かつ分かりやす

いか。「参考指標」が設定さ

れていない場合、その理由は

妥当か。 

●成果の説明で用いた数値を参考指標にすること

ができるのではないか。 

●２００８年度比の削減量を指標とするのであれ

ば、２００８年の値を示すべき。 

●施策を間接的に推進するイベントや事業の開催

回数や参加人数を参考指標にすることはできな

いか。 

意見の要旨 

●下水道施設の整備・維持管理は相当な額の公費を投入して実施されている事業であり、ま

た、水質改善や老朽化など市民の関心も高いであろう事業なので、汚染が減少したことや、

老朽化対策などについて、より丁寧に説明すべき。 

●施策間での連携・協働の状況が見えにくい。施策進行管理・評価票には「関係課」のみが

記載されているが、関係課が担当するどの施策との連携が図られているのか、説明が必要

●科学的環境施策という市民にとって分かりづらい課題を比較的上手に取りまとめている

が、やや抽象的な表現が多いのが気になる。 

●課題－施策－目標（及びそれに係る成果）の構造的な理解が難しい。 

●当該施策は、他の施策課題と密接な関係にあるものと思われ、相互に情報共有して、よ

り充実した施策になるよう希望する。  

検証項目（３）参考指標の妥当性及び分かりやすさ 
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３ 今後の課題と取組の方向性 

市の評価制度である「川崎再生 ACTION システム（事務事業総点検及び施策評価）」

は、新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」の着実な進行管理を行うためのツー

ルとして活用され、その結果の公表を通じて市民への説明責任を果たしてきました。

市においては、全ての施策・事務事業を対象として、目標等の実現に向けた課題を整

理し、予算編成や組織整備・人員配置計画の策定に反映させるなどの活用を図ってお

り、この点については、本委員会においても、自治体における先駆的な取組として、

高く評価していることは、これまでも述べてきたところです。 

市では、昨年度に本委員会から示された意見の各所管局へのフィードバックを行う

ことにより、評価票への用語説明欄の新設や、評価票作成者向けの作業要領の改訂な

どの対応がなされてきました。 

その結果、成果の説明や参考指標の設定等において、分かりやすさが更に向上しま

したが、一方で、一部の評価票では、目標の記載が抽象的であったり、目標と成果説

明の項目に不一致があるか所
．．

が見受けられるなどの課題も残っています。 

本委員会としては、今回の検証結果を踏まえて、市の評価制度の改善・改良に向けて、

市の取組を一層促進していくという観点から、今後の課題や取組の方向性について、次

のとおり、意見をまとめました。 

 

（１）評価内容の組織的なチェック力の向上 

市の実施する施策は多岐にわたるため、施策に関わる分野や施策内容によっては、

市民に分かりやすい目標・参考指標の設定や成果の説明が容易ではないものもあり、

評価票の記載について改善の余地が残されています。 

こうした点に対応するため、分かりやすい評価票の作成に向けたノウハウを、各評

価票の作成、評価取りまとめなどに関わる部署で共有し、評価票の作成・内容確認に

おいて活用するとともに、これらの部署が綿密に連携・情報共有しながら、段階的に

行われる確認等を着実に行うことにより、評価内容の妥当性や市民目線での分かりや

すさを一層向上させていくなど、市としての評価の精度を高めていくことを期待しま

す。 

 

（２）評価区分に対する説明の分かりやすさの向上 

各施策課題に対する評価区分は、目標に対してどの程度のアウトプット（施策・事

務事業自体の実績）、アウトカム（施策・事務事業を実施したことにより、もたらされ

た成果）が実現されたのか、どの程度の課題が残っているのかなどの複数の要因で決

まることから、その区分とした理由を市民に分かりやすく説明していくことが重要で

す。特に、参考指標の計画値と実績値に差があったり、評価区分を前年度から変更し

た場合などには、なぜその評価区分としたのかについて評価票の中で適切な記載を行
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い、説明責任を十分に果たしていくことが望まれます。 

 

（３）目標・指標の明確化等の更なる推進 

総合的な計画等における各施策の目標や指標は、施策・事務事業の到達点を示すも

のであり、それらの効果測定に有用であるとともに、的確な進行管理や効果的な評価

に不可欠なものです。このため、明確な目標及び的確な指標の設定を更に進めるとと

もに、施策・事務事業による取組に対する効果や残された課題等のフィードバックを

着実に行うことにより、ＰＤＣＡサイクルをより一層有効なものとしていく必要があ

ります。 

なお、施策の概要、目標、成果説明、参考指標などの複数の欄で相互に対応関係を

持つ記載事項については、各欄での記載順や、記載内容の整合を一層図っていくこと

により、分かりやすい説明を行っていくことを望みます。 

   

（４）評価結果の市民への着実な広報の実現 

評価票は、市の各部局の施策内容を的確に取りまとめたものであり、単に結果を

公表して終わるものではなく、その内容が着実に市民の目に触れ、市の取組に対し

て市民から理解を得るとともに、市民の意見をいただきながら、次年度以降の施策・

事務事業の執行に反映していくことで、ＰＤＣＡサイクルを実現していくことが求

められています。 

そこで今後は、施策評価に関する表現の分かりやすさの向上に加え、公表方法を

工夫するなど、一層市民に見てもらいやすくなるような取組を期待します。 

 

 

おわりに 

平成２３年１０月からスタートした本委員会の第４期の活動も２年目を迎えました。

第４期においても、第１期からの考え方を継承し、「市民にとって分かりやすい評価」

という視点で、検証に取り組んできました。 

今回は、第３期実行計画期間の施策評価に対する２回目の検証となりましたが、前

回の検証における改善意見に着実な対応が図られ、昨年度の検証時に比べて、全体的

に説明の分かりやすさが一層向上したと受け止めているところです。 

今後も、市は、本委員会の検証結果を充分反映するとともに、川崎市自治基本条例

の趣旨に基づき、一層市民の視点に立脚した評価に取り組まれることを望みます。 
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